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■問 ☎393－4400
松井田文化会館  小ホール

県立文書館
「出張！古文書講座」　
■日 3月2日（日）
■時 午後1時30分（1時開場）
■￥ 無料
■定 100人
■問 ☎393－4400

（松井田文化会事務局）

 市民ギャラリー
クラブと上写連碓氷支部・
合同写真展
■日 3月19日（水）～23日（日）
■時 午前9時～午後5時（初日は午後
1時から、最終日は午後4時まで）
■￥ 無料
■問 ☎393－1294（事務局）

 大・小ホール
持続可能な観光シンポジウム
■日 3月23日（日）
■時 午後1時（0時30分開場）
■￥ 無料
■問 ☎329－6203

（安中市観光機構）

 小ホール・市民ギャラリー
第15回chouchou marche

（シュシュ マルシェ）
■日 3月15日（土）・16日（日）
■時 午前11時～午後3時
■￥ 無料
■問 ☎395－4694（横井）

 大ホール
第二中学校吹奏楽部
スプリングコンサート2025
■日 3月29日（土）　
■時 午後1時30分（1時開場）
■￥ 無料
■問 ☎385－7857（原）

大多摩流紫舞喜会舞踊発表会
■日 4月6日（日）
■時 午後1時（0時30分開場）
■￥ 無料
■問 ☎393－0328（鈴木）

文化・生涯学習 culture・lifelong learning

　次の皆さんが、100歳を迎え
られました。これからも元気で
お過ごしください。

100歳
おめでとうございます

原田　マサ さん
（郷原）

中島　りん さん
（嶺）

島﨑　みよ子 さん
（西上秋間）

日にち

2/28（金）
3/  1（土）
3/  8（土）
3/  9（日）
3/15（土）
3/22（土）
4/  6（日）

時　間

  9:00～
  9:00～
13:30～
14:00～
14:00～
10:00～
10:00～

　　　　　 　 　　　 内　容
ひな人形展（～3/16）
第21回早春フェスティバル（～3/2）
国史跡中山道追加指定答申記念　春季企画展（～5/6）
慢性腎臓病に関する県民公開講座
ベイビー・ブー「うたごえ喫茶コンサート」
安中市少年少女合唱団第30回定期演奏会
絵本読み聞かせ
安中市・西毛茶道会合同茶会

場　所
五料の茶屋本陣
文化センター

ふるさと学習館
文化センター

松井田文化会館
文化センター
安中市図書館
文化センター

文化・生涯学習カレンダー

　市内小・中学校の児童生徒の人
権作文・標語・ポスターの代表作
品を収めた作品集「おもいやり」
の令和6年度版が完成しました。
　各学校での人権教育の成果によ
り、子どもの持つ鋭い感性と人権
感覚豊かな、優れた作品集になっ
ています。ぜひご覧いただき、子
どもたちのみずみずしい感覚をも

とに、改めて人権について考えて
みましょう。「おもいやり」は、
市内小中学生がいる全家庭に配付
するとともに、各地区公民館・生
涯学習センターなどで無料配布し
ています。
■問 □松 生涯学習課生涯学習係

（☎内線2245）

人権作品集「おもいやり」ができました

　安中市少年少女合唱団は、次の
とおり定期演奏会を開催します。
一年間、一生懸命練習してきた成
果を発表します。団員が奏でる音
色、美しいハーモニーをお楽しみ
ください。

プログラム
第1部　安中市少年少女合唱団演奏
第2部　特別出演　第二中学校吹

奏楽部演奏
第3部　特別出演　萩原広生氏

（バリトン独唱）
第4部　安中市少年少女合唱団演奏
■日 3月15日（土）
■時 午後2時開演（1時30分開場）
■場 安中市文化センター・ホール
■￥ 無料（安中市文化センター、松
井田文化会館などでチラシ兼入場
整理券を扱っています）

安中市少年少女合唱団第30回定期演奏会
■問 □松 生涯学習課社会教育係（☎内線2242）

　4月以降の建築基準法などの改
正概要は次のとおりです。今後建
築などを考えている人は、建築士
に相談してください。

【全ての建築物について】
　原則、新築・増改築の際、省エ
ネ基準適合が義務化されます。

【木造2階建ての戸建住宅などに
ついて】
①都市計画区域外でも建築確認手

続が必要になります。
②建築確認の手続で構造・省エネ

などの図書の提出が必要になり
ます。

③大規模なリフォーム（※）でも建
築確認手続が必要になります。

※壁、柱、床、はり、屋根または
階段の一種以上について行う過半
の改修など（仕上げ材のみの改修
などは除く）

【省エネ化について】
　建築物の省エネ化は、温室効果
ガスの排出量抑制だけでなく、光
熱費の負担軽減や、快適性などの
向上につながるメリットがありま
す。
　また、5年後には省エネ基準の
引き上げが予定されています。

■問 □本 建築住宅課指導係
（☎内線1255）

インフォメーション information
建築確認手続のルールが改正されます

令和5年度の様子


